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伝
法
院　

藤
田
社
長
、
こ
ん
に
ち
は
！　

収
穫
の
時
期
に
打
ち
合
わ
せ
の
お
時
間
を

い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

藤
田　

こ
ち
ら
こ
そ
。
も
う
少
し
で
収
穫

作
業
も
落
ち
着
い
て
く
る
の
で
、
ま
た
出

荷
団
体
の
話
を
進
め
よ
う
か
と
。

伝
法
院　

出
荷
団
体
も
と
う
と
う
動
き
出

す
ん
で
す
ね
。

藤
田　

そ
れ
が
じ
つ
は
思
っ
て
い
た
よ
り

会
員
も
出
荷
先
も
集
ま
ら
な
く
て
。

伝
法
院　

つ
ま
ず
い
た
よ
う
で
す
ね
。
そ

の
原
因
は
な
ぜ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
か
？

藤
田　

集
荷
場
ま
で
持
っ
て
き
て
く
れ
れ

ば
こ
ち
ら
で
配
送
し
ま
す
よ
、
と
い
う
姿

勢
な
の
で
す
が
、
生
産
者
の
方
か
ら
は
、

「
あ
ま
り
農
協
と
変
わ
ら
な
い
な
ら
、
全

量
出
荷
し
て
く
れ
る
農
協
に
こ
れ
ま
で
ど

お
り
頼
っ
た
ほ
う
が
リ
ス
ク
が
少
な
い
」

と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。出
荷
先
も
、

地
元
の
ス
ー
パ
ー
は
話
を
聞
い
て
く
れ
る

の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
「
安
く
仕
入
れ

ら
れ
る
な
ら
」
と
い
う
返
答
し
か
得
ら
れ

な
く
て
。双
方
に
対
し
て
、ニ
ー
ズ
に
合
っ

て
い
な
い
の
か
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

伝
法
院　

確
か
に
生
産
者
の
意
見
も
出
荷

先
の
意
見
も
、
わ
か
る
気
が
し
ま
す
ね
。

た
だ
、
大
規
模
で
は
な
く
中
小
規
模
の
流

通
に
乗
せ
る
メ
リ
ッ
ト
は
必
ず
双
方
に
あ

る
は
ず
で
す
。
生
産
者
な
ら
、
市
場
を
通

さ
ず
に
直
接
取
引
が
で
き
る
と
か
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
た
め
に
は
、
安
定
供
給
で
き

る
出
荷
先
が
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
出
荷
先
は
、
例
え
ば
同
じ
商

品
を
複
数
の
生
産
者
が
つ
く
っ
て
い
る
た

め
品
切
れ
に
な
ら
な
い
と
い
う
最
低
条
件

を
整
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
飲
食
店
や

小
売
業
者
な
ら
、
キ
ャ
ベ
ツ
の
表
面
を
む

い
た
り
カ
ッ
ト
す
る
な
ど
簡
単
な
加
工
を

す
る
だ
け
で
、
と
て
も
喜
ば
れ
ま
す
ね
。

藤
田　

確
か
に
、
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
加

工
設
備
が
あ
れ
ば
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
を
提

供
で
き
ま
す
ね
。
飲
食
店
に
野
菜
を
使
っ

て
も
ら
っ
て
出
荷
先
を
増
や
し
て
い
け

ば
、
生
産
者
の
会
員
も
増
え
る
好
循
環
が

生
ま
れ
そ
う
で
す
。
で
も
、
加
工
用
の
作

業
場
な
ん
て
、
現
実
的
に
で
き
る
の
で

し
ょ
う
か
？

伝
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今
回
は
そ
の
お
話
で
す
。

消費者の視点に立った
加工設備を整える
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小
規
模
加
工
施
設
を
つ
く
り
た
い
が
、

農
地
転
用
に
は
い
ろ
い
ろ
面
倒
な
手
続
き

が
あ
り
そ
う
で
。

今
回
の
キ
ャ
ス
ト

社
長

藤
田 

匠
、

伝
法
院 

千
里

図表１：農地の使用制限を定める主な法律

概　　　　要 問い合わせ先

農地法 日本の農業振興のため、農地の権利移転や転用について定めて
いる 市区町村の農業委員会

都市計画法 都市の健全な発展等を目的とする法律。①都市計画区域、②都
市計画、③開発許可等 市区町村の都市計画課

建築基準法 国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・
構造・用途についてその最低基準を定める 市区町村の建築審査係等 ※

農業振興地域の
整備に関する法律

自治体が農業を振興する地域を定め、その地域の整備に関し必
要な施策の計画を作る（より一層農地の転用が制限される）

都道府県の農林水産部　農業振興
課、市区町村の農林振興課等 ※

農業経営基盤
強化促進法

①認定農業者制度、②市町村による農用地利用集積計画の作成、
③農用地利用改善事業（特定農業法人制度および特定農業団体
制度を含む）、④農地保有合理化法人等

市区町村の農林振興課等 ※

※地域によって名称は異なることがある。

今回の執筆者

藤
ふ じ た

田 拓
た く や

哉
㈲人事・労務
行政書士/
特定社会保険労務士

㈲人事・労務にて、社会保
険労務士・行政書士として法
律的な観点から、農業分野を
中心に活躍。とくに、農業の
特性を踏まえたマイナンバー制
度対策や、農地法に関連する
手続きのサポートに定評があ
る。コラム：今後の日本の農
産物の海外市場への輸出可
能性を考える。
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若手農業経営者を中心に、生産10割の農業経営から、
マーケティングの視点を加えた農業経営へ移行する動
きが活発になっています。地域との連携で新しい価値
を生み出す農商工連携や自社製品に付加価値をつける
6次産業化のプロジェクトは、日本各地で先進的な事
例が生まれており、最近注目を集めているのは、販売
を見据えて物流と協働した「野菜カット加工」の分野
です。機械を導入して、自社生産農作物だけでなく地
域で同じ農作物を生産する農業経営者からも野菜を仕
入れてカット加工し流通に乗せる連携方法は、各地で
実践されています。
大規模なものでは、九条ネギを細かくカットし飲食

店に卸している農業生産法人こと京都㈱の例がありま
す。また、物流会社の倉庫でキャベツの表面を一枚む
いたり、生産者から仕入れた野菜の仕入れ作業を代行
したりという、従来の仕事にひと手間加えた小規模な
事例も多く見られます。
しかし、カット野菜を始めるには、「設備投資」が必

要で、その高い壁を乗り越えても、「複雑な法律」とい
う次の壁が立ちはだかります。今回は、その複雑な法
律について、ひも解いていきます。

カット野菜の施設をつくるには、まず、農地に関す
る法律が関連します。主な法令上の制限と問い合わせ
先を前ページ図表１に挙げました。農地は、日本の農
業政策として守るという基本精神があるので、簡単に
は建物を建てたり（用途変更を含む）、土地の形状を変
更できないことがおわかりになるかと思います。

ただ、農業振興の目的で建てる建築物は許可がおり
るという例外規定が多数あります。さらに、6次産業
化の議論も活発になっている現在は、以前より農業関
連施設の許可が下りやすくなりました。詳しくは、お
住まいの市区町村の農業委員会に直接問い合わせてく
ださい。

農産物に人の手を加え、販売するためには原則とし
て食品衛生法上の許可が必要になります。また、地方
自治体によって許可の必要業種が異なることもありま
す。管轄の保健所へ必ず自社の取り組みを伝え、許可
の有無を確認しましょう。図表2は野菜製造・加工場
の許可基準になります。
また、食品表示法により原産地や消費期限等のラベ
ル表示が義務付けられています。
そして、例えばカット野菜の加工場などは大量の水
が必要となるため、水の確保と排水に関する検討も重
要になってきます。ちなみに、水に関する法律として
は水質汚濁防止法など多数あります。

数々の法律のハードルをクリアできれば、自社で生
産した農産物の加工が可能となります。しかし、差別
化を図っていくには法律以上の品質管理と取引先や流
通網の確保が課題になってきます。その点で、事業を
法人化することは、個人事業に比べ、多様な血を取り
入れる機会につながり、農業経営の多角化を図るため
に対外的にも対内的にも有利に働きます。

▶ 農産物加工施設の法的基準 ◀

図表２：食品衛生法許可基準（共通要件）

▶農業関連施設の建設許可

▶食品衛生関係法の許可手続き

▶法人化という選択肢

構　　　　　造 食品等の取扱い設備 給水・汚水処理

●施設は清潔な場所に位置すること
●施設の周囲は、排水がよく、かつ、清掃しやすい状態であること
●�作業場は、専用とし、住居その他営業に関係のない場所と間仕切等
により区画すること

●�作業場の床は、耐水性材料を用い、排水がよく、かつ、清掃しやす
い構造であること

●�換気が十分行なわれる構造とし、必要に応じ、強制換気装置を設置
する

●�内壁は、明色なものとし、床面から 1m以上の高さまでは耐水性材
料を用い、清掃しやすい構造にする

●�食品、器具、容器包装等を洗浄するために適した流水式の洗浄設備
を設け、必要に応じ、消毒設備または温水の供給設備を設置する

●�従業者専用の手および指を洗浄するための消毒剤を備えた流水式の
手洗い設備を設置する

その他

●�食品の取扱量に応じた数および大
きさの器具を設けること。この場
合において、固定された、または
移動が困難な器具であるときは、
当該器具を作業に適した、かつ、
清掃および洗浄がしやすい位置に
配置する

●�器具のうち、食品に直接触れる部
分は、耐水性で洗浄しやすい構造
とし、加熱その他の方法により殺
菌が可能なものであること

●�添加物を使用する場合には、専用
の保管設備を設け、および計量器
を備えること

その他

●�作業場には、水道水または国また
は地方公共団体が設置する衛生に
関する試験等を行なう機関などが
行なう検査において飲用に適する
と認められてから 2年以内の水を
豊富に供給できる設備を設置する。
ただし、飲用に適する水が全く得
られない場合には、保健所長が適
当と認めるろ過、薬物消毒等の設
備を設置する

●�作業場の衛生上影響のない位置に、
従業者数に応じた数の便所を設け
るとともに、便所内には、ねずみ、
昆虫等の侵入を防止する設備なら
びに手および指の消毒剤を備えた
流水式の手洗い設備を設置する

その他

※都市計画法上の市街化調整区域内農地の場合（市街化区域では規制が格段に緩くなる）。具体的な要件は地域によって異なる。


